
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ミスト発生機能付電気ヒーター式浴室乾燥・暖房・換気システ

ム 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、一般家庭（戸建住宅、集合住宅）の浴室用「電気乾燥機」に、ミスト

発生機能を付加したものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

 「電気乾燥機」に超音波加湿方式によるミスト発生機能が付加される。 

電気ヒーターによる温風と超音波振動子によって生成されるミストを機器内部

で混合し、高温多湿空気を生成し、浴室にミスト環境を提供する。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、乾燥モード２.３ｋＷ 

                  暖房モード２.２ｋＷ 

                  スチームサウナモード２.６ｋＷ 

                  超音波霧化器０.２ｋＷ 

○主な使用者、販売先 

一般家庭用 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気乾燥機」として取

り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、「電気乾燥機」にミスト発生機能を付加したもので、ミストの生成は

温風と超音波振動子を用いており、電熱装置によって水を蒸発させていないことか

ら、「スチームバス用電熱器」には該当せず、「電気乾燥機」として取り扱うこ

とが妥当と判断する。 

 

 


